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2020 年 9 月 10 日 

日本 GH 協感染症対策特別委員会 

 

グループホームにおけるクラスター発生事例（行政 HP、運営法人 HP、新聞記事を要約） 

 

１．グループホーム A 

○2 ユニット定員 18 人 

○最初に感染が確認された方（入居者） 

 ・4 月 2 日 発熱（37.4℃） 

 ・4 月 3 日 咳、発熱（37.3℃～38.3℃）あり、医療機関受診（事業所の車両で移送）、レントゲ 

ンで肺に影 

・4 月 4 日～4 月 7 日  発熱（37.4℃～38.3℃）あり 

・4 月 7 日 帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を受診 

・4 月 9 日 PCR 検査の結果、陽性反応、感染症指定医療機関に入院（軽症） 

○その後の経過 

 ・職員 17 人（退職者 1 人含む）と入居者 17 人に PCR 検査を実施 

・4 月 10 日 職員 3 人陽性反応 → 感染症指定医療機関に入院 

 ・4 月 11 日 入居者 5 人陽性反応 → 感染症指定医療機関に入院 

 ・その他の職員 14 人と入居者 12 人は陰性 

 ・16 人体制だった勤務体制を約 10 人で回している。 

 ・感染していない職員の中でも、子どもを預けられず出勤できない人もいる。 

 ・デイサービスは 4 月 10 日から休業 

 ・30 人ほどいたデイサービス利用者を他施設で受け入れてもらうよう、ケアマネージャーを通じ

て依頼しているが、受入れをためらう施設が多く、難航 

  

２．グループホーム B 

○2 ユニット定員 18 人 

 ・現員 17 人（1 階 8 人、2 階 9 人）※3 階高齢者住宅 8 人 

 ・職員 16 人 ※3 階高齢者住宅 2 人 

○最初に感染が確認された方（1 階入居者 2 人） 

 （入居者 a） 

 ・3 月 31 日 発熱（37.7℃）、倦怠感 

 ・4 月 2 日 発熱（38.0℃） 

・4 月 3 日 医療機関受診し、入院 

・4 月 8 日 PCR 検査の結果、陽性反応、感染症指定医療機関に入院（軽度・会話可） 

（入居者 b） 

・3 月 29 日 発熱（39.5℃）、医療機関受診し、入院 

・4 月 8 日 PCR 検査の結果、陽性反応、感染症指定医療機関に入院調整（重症） 



2 

 

・4 月 9 日 逝去 

○その後の経過 

 ・入居者・職員全員に PCR 検査を実施 ※3 階高齢者住宅入居者・職員も実施 

・4 月 9 日 入居者 6 人、職員 1 人陽性反応 → 感染症指定医療機関に入院調整 

・1 階入居者は 8 人とも陽性反応 

・4 月 11 日 入居者 1 人陽性反応 → 感染症指定医療機関に入院調整 

・検査結果を待つ間、感染の可能性がある入居者を他の施設や家族に預けることは難しく、入居 

者は GH 内での生活を継続。感染対策として 1 人の介護職員が担当する人数を絞り込み、足り

ない人員は同法人が運営する別の事業所に応援を頼んだり、夜勤を増やすなどして対応。 

  

３．グループホーム C 

○2 ユニット定員 18 人 

・現員 16 人（1 階 7 人、2 階 9 人） 

・職員 16 人（1 階担当 4 人、2 階担当 12 人） 

○最初に感染が確認された方（2 階担当職員） 

 ・3 月 28 日 夜間発熱（38.9℃）、倦怠感出現 

 ・4 月 1 日 医療機関受診し、検体採取 

・4 月 2 日  PCR 検査の結果、陽性反応、感染症指定医療機関に入院調整（軽症） 

 ・勤務中はマスク着用、濃厚接触者は担当していた 2 階入居者 9 人 

○その後の経過 

 ・入居者 16 人と職員 16 人に PCR 検査を実施 

・4 月 6 日 入居者 1 人陽性反応 → 4 月 5 日より呼吸苦のため、入院中。4 月 10 日逝去 

・4 月 7 日 入居者 6 人陽性反応 

・4 月 10 日 入居者 2 人陽性反応、感染症指定医療機関に入院  

・2 階入居者は 9 人とも陽性反応 

・4 月 11 日 職員 5 人陽性反応（1 人は 4 月 2 日～、1 人は 5 日～、3 人は 6 日～自宅待機） 

 

４．グループホーム D 

○最初に感染が確認された方（入居者 2 人？） 

 （入居者 a） 

 ・4 月 1 日 発熱、肺炎（中等症） 

 ・4 月 11 日 PCR 検査の結果、陽性反応、その後逝去 

 （入居者 b） 

 ・4 月 1 日 発熱、肺炎（中等症） 

 ・4 月 11 日 PCR 検査の結果、陽性反応 

○その後の経過 

 ・入居者 9 人全員と職員 8 人中 3 人の陽性が判明 
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５．グループホーム F 

○2 ユニット定員 18 人 

○最初に感染が確認された方（入居者） 

 ・4 月 10 日 発症 

 ・4 月 16 日 PCR 検査の結果、陽性判明 

○その後の経過 

 ・4 月 20 日 入居者 2 人陽性判明 

 ・4 月 21 日 職員 1 人陽性判明 

 ・4 月 23 日 入居者 2 人、職員 2 人陽性判明 

 ・別のユニットに感染者はいない 

 

６．グループホーム G 

○2 ユニット定員 18 人 

○最初に感染が確認された方（入居者 2 人） 

（入居者 a） 

・4 月 12 日より市内病院に入院、4 月 22 日退院 

・4 月 29 日 入院先の病院より、入院中の同室者に新型コロナウイルス陽性結果が出たとの連絡を

受け、主治医及び保健福祉事務所との相談の結果、PCR 検査を実施。 

・5 月 1 日 陽性判明 

（入居者 b） 

・4 月 29 日 発熱が確認され、主治医及び保健福祉事務所との相談の結果、PCR 検査を実施。 

・5 月 1 日 陽性判明 

○その後の経過 

・5 月 2 日 入居者 2 人陽性判明 

・5 月 5 日 入居者 2 人、2 度目の PCR 検査の結果、陽性判明 

・濃厚接触にあたり、5 月 1 日に PCR 検査を受けた介護職員 10 人及び 3 人の入居者は陰性。 

・他ユニットの入居者の状態も落ち着いており、他ユニット、他事業所への感染の拡大は防げてい

る。 

・引き続き、保健福祉事務所及び自治体と連携を図るとともに、予防策を継続。 

 

７．グループホーム H 

○2 ユニット定員 18 人 

・現員 18 人（建物の 2 階 9 人 3 階 9 人） 

○最初に感染が確認された方（入居者 2 人） 

（入居者 a） 

・5 月 10 日 夜間発熱、往診医に相談し投薬指示、様子観察 

・5 月 11 日 夜間血中酸素飽和度低下。往診医と連携し、市内医療機関に救急搬送、入院。 

・5 月 13 日 市健康安全研究所で PCR 検査を実施、陽性判明 
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（入居者 b） 

・5 月 5 日 発熱はなかったが、咳、鼻水の症状があり、往診依頼し様子観察。 

・5 月 11 日 発熱、往診医と連携し、救急搬送。 

・5 月 13 日 市健康安全研究所で PCR 検査を実施、陽性判明 

※4 月 26 日市内の医療機関を退院後に入居。入居後、発熱やその他症状はなかったが、5 月 12 日

当該医療機関より、新型コロナウイルス感染症の陽性反応があった方と同部屋であったとの報

告あり。 

○その後の経過 

・5 月 14 日 入居者 3 人陽性判明。 

※1 名は 5 月 13 日、咳、血中酸素飽和度の低下あり、往診医と連携し、救急搬送。14 日 PCR 検

査の結果、陽性判明。 

※2 名は行政指導の下、濃厚接触者として 14 日 PCR 検査の結果、陽性判明。1 名は無症状、1 名

は発熱、咳の症状があった。いずれも当日入院。 

・5 月 17 日 入居者 1 人陽性判明。 

 ※5 月 14 日 PCR 検査時は陰性であった。5 月 16 日発熱の症状あり、往診医と連携し、救急搬送。

17 日 PCR 検査の結果、陽性判明。 

・5 月 18 日 派遣スタッフ 1 人陽性判明。 

 ※濃厚接触者。5 月 15 日に咳、味覚の低下、発熱症状あり、18 日 PCR 検査の結果、陽性判明。 

  現在は入院。 

・感染した入居者、スタッフはいずれも入院中で、現在、重篤な症状は出ていない。 

・陽性の入居者はいずれも 2 階の入居者 

・運営法人は保健所の指導の下、濃厚接触者のスタッフ 15 人を自宅待機とし、ホーム内の消毒の頻

度を上げるなど予防策を講じながら、運営を継続。生活環境の変化が症状悪化につながる恐れが

あり、入居者を別の施設に移すことは難しい。 

 

８．グループホームⅠ 

○2 ユニット定員 18 人 

○施設概要 

・1 階 地域密着型デイサービス、認知症対応型デイサービス 

・2 階 グループホーム、放課後等デイサービス（障害児支援通所事業所） 

・3 階 グループホーム、居宅介護支援事業所 

○感染状況 

・8 月 6 日  グループホーム 3 階職員 1 人の感染が判明 

・8 月 7 日  同フロアの別の職員の 1 人の感染が判明 

・8 月 8 日  グループホーム 3 階入居者 3 人の感染が判明  

・8 月 9 日    グループホーム 3 階夜勤担当の別の職員 1 人の感染判明 

・8 月 13 日  グループホーム 3 階入居者 3 人の感染が判明  

・8 月 16 日  グループホーム 3 階職員 1 人の感染が判明 
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・8 月 17 日  グループホーム 3 階職員 1 人が退院 

・8 月 19 日  グループホーム 3 階職員 1 人、入居者 1 人が退院 

※8 月 19 日現在 累計感染者 10 人（入居者 6 人、職員 4 人） 退院 3 人 入院中 7 人 

○対応状況 

・8 月 7 日  通所系事業は休業。 

・8 月 8 日  保健所の指導の下、法人で慎重に対応を検討。濃厚接触者の確認及び PCR 検査を実

施。結果、入居者 3 人の感染が判明。 

・8 月 9 日    前日までに入居者、職員 5 人の感染者が発生したことを受け、全入居者、職員の PCR

検査を実施。 

・8 月 11 日  検査の結果、職員 1 人の感染が判明。 

・8 月 13 日  発熱からの再々検査の結果、入居者 1 人の感染が判明。 

発熱からの再検査の結果、入居者 2 人の感染が判明 

・8 月 16 日  再検査の結果、職員 1 人の感染が判明。 

○感染対策 

・従来の感染症対応に加え、 

 ＊居室担当の防護服・フェイスシールド、マスク、手袋の着用 

 ＊施設内の消毒の徹底 

 ＊職員及び入居者の健康観察 

 ＊保健所と随時連携し、指導の下対応を図る 

 

９．グループホーム J 

○2 ユニット定員 18 人 

・現員 18 人（1 階 9 人 2 階 9 人） 

・職員 23 人 

○最初に感染が確認された方（入居者 1 人） 

・8 月 18 日 8 月 11 日発熱、県内の医療機関を受診 

18 日帰国者・接触者外来受診、肺炎と診断。その後、抗原検査、陽性判明 

○その後の経過 

・8 月 19 日 入居者 3 人、職員 3 人陽性判明＋入居者 4 人、職員 1 人陽性判明 

・残りの入居者 10 人と職員 14 人は陰性判明、職員 5 人は検査待ちの状態 

・当面の具体的な対応 

 ＊入居者、介護職員全員の PCR 検査の実施 

 ＊PCR 検査の結果の陽性者は入院措置 

 ＊PCR 検査の結果の陰性者は 2 週間の隔離措置 

 ＊管内の消毒作業 

・8 月 19 日 県版クラスター対策班の医師や看護師ら 3 人が GH に入り、関係者に感染区域と非感

染区域を分ける「ゾーニング」や防護服の着用法などを指導。 

・陽性判明した入居者 8 人、職員 4 人はいずれも 2 階の入居者及び担当職員、入居者が別の階を行
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き来することは原則なく、感染経路は不明。3 月以降は緊急時を除き入居者との面会を禁止し、入

館する際は検温とマスク着用、手指の消毒を徹底していた。また、職員との食材買い出しも自粛

していた。 

・感染していない入居者 10 人は引き続き GH で共同生活を継続。共用スペースのリビングダイニン

グで一緒に食事をしてきたが、保健所の指導を受けて今後 2 週間は各居室で取り、感染拡大防止

に努める。 

 

10．グループホーム K 

○2 ユニット定員 18 人 

・現員 18 人（1 階 9 人 2 階 8 人） 

・職員 17 人 

○最初に感染が確認された方（1 階の入居者 1 人） 

・9 月 5 日 発熱 

・9 月 7 日 医療機関を受診し、抗原検査を実施した結果、陽性 

○その後の経過 

・9 月 7 日 入居者 16 人全員に PCR 検査実施 

・9 月 8 日 1 階の 8 名が陽性（有症状者 7 人、無症状者 1 人）、2 階の入居者 8 人は陰性 

・職員 17 人全員についても濃厚接触者として PCR 検査実施。1 階の職員 1 名が陽性と判明。 

・9 月 10 日、保健所の指示にて感染者全員の入院となる。 

・今後の対応 

 ＊グループホームの新規利用者の受入れを当面の間、休止 

 ＊グループホーム内の消毒を実施 

 ＊積極的疫学調査を実施し、感染拡大防止に努める 

 ＊当該グループホームの職員全員を対象に PCR 検査実施 
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PCR 検査陰性入居者を他施設で受け入れた事例 

 

グループホーム E 

○2 ユニット 

○感染職員の概要 

 ・50 代男性 

・4 月 5 日発熱（37.7℃） 

・4 月 7 日帰国者・接触者外来受診、PCR 検査において陽性判明 

・新型コロナウイルス陽性患者の接触者 

○濃厚接触者 

 ・感染職員と当該ユニットの入居者全員と接触のあった職員 

 ・PCR 検査の結果、当該ユニットの入居者全員とも陰性であった（4 月 9 日）。 

 ・もう 1 ユニットの入居者は濃厚接触非該当のため、PCR 検査は未実施。 

 

（事例の経過） 

○4 月 8 日、グループホーム E の設置者より法人 F に以下の要望があった。 

・職員 1 名が PCR 検査で陽性になり、濃厚接触者として当該ユニットの入居者全員と接触のあっ

た職員の PCR 検査をしている。 

・入居者、職員が陽性であれば入院となるが、陰性の場合は職員が 2 週間の自宅待機となり、陰性

の入居者を介護できる職員が手配できない。 

・また、もう一つのユニットにおいても職員の休職希望等により運営できない状況にある。 

・職員派遣、入居者（15 名）の受入れ等を行政にも依頼したが、声を掛けた複数の法人から「出来

ない」との回答があったとのことで、事業所でも探すようにと指導されている。最大 2 週間何か

の支援をしてもらえないか。 

○4 月 9 日、以上の要望に対し、法人 F の施設で入居者（15 名）を受け入れることとする（グルー

プホームの消毒状況及び地理的状況等から職員派遣は困難と判断した）。 

○受入れ施設は、開設後間もない介護付き有料老人ホームの 3、4 階が空室であったため、その空室

を利用することとする。職員は社内の一部で有志を募り、4 名の申し出があった（説明時間の短

縮、風評・憶測の抑止、個人情報保護の観点から社内の一部のみに募集した）。 

○4 月 10 日、マイクロバスと車いす対応ワゴン車で受け入れ施設に移動（14 名）。1 名は PCR 検査

対象外でインスリン注射の必要もあったため、特養の個室に移動。 

○受入体制等（厚労省発出マニュアルに沿って対応） 

 ・施 設：介護付有料老人ホーム 4 階（既存入居者は 1 階､2 階のみ、3 階は空きフロア） 

・出入口：受入れ入居者は、既存入居者とは別の出入口を利用（入退居日のみエレベータ共用）。 

4 階職員は外階段を利用。 

・食 事：共用厨房で調理するが、4 階分については紙皿利用。食器回収はなし。 

・食 堂：同一フロアではあるが、テーブルの位置を離し接触をなくす。 

・職 員：4 階職員は専任とし 1、2 階との接触はなし。マスク、手指消毒の徹底。 
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・居 室：個室対応。昼間帯は個室またはフロアの端と端でお過ごしいただく。 

・勤務体制：昼夜各 2 名の交代制。 

○情報公開は、受入れ入居者の個人情報保護、風評・憶測の流布等を考慮し、受入れ施設の職員及び

関係医療関係者までとした。 

○行政からの指導 

・受入れ入居者に係る指導と経過観察等の報告先が介護付有料老人ホームの所在地の市区町村に

移管された。 

・グループホームの所在地の保健所からは、受入れ体制に問題はないので、一日 2 回の検温と体

調観察を行うこと、濃厚接触者とそれ以外の者とを出来る限り区分することについて指導され、

以後は移管先の保健所と連携を取るよう指導された。 

・介護付有料老人ホーム所在地の保健所からは、上記同様の指導がなされ、さらに健康管理表を渡

され、日々の記入と 2 日連続して 37.5℃以上の発熱があった場合等体調変化があった場合は連

絡するように指導された。 

○事前に受入れ施設の職員、関係者に充分な説明が出来なかったため、退職や休職を申し出る者、 

派遣を引き上げる会社、受入れ施設の 1、2 階への訪問診療を断る医療機関等様々な動揺があった。 

一時的な人的補充策として、フリーのエリアマネージャーが対応した。 

○4 月 18 日、グループホームの洗浄が終了し、職員の勤務体制も一部確保できたため、入居者全員

（15 名）がグループホームに戻った。ただし、職員の不足がある場合は引き続き職員派遣にて支

援を継続することとする。 

○受け入れ施設は、厚生労働省発出マニュアルに沿って、業者によるリネン等の熱湯洗濯、マット

レスの洗浄洗濯、フロア、トイレ、居室内家具、ベッド等のアルコールまたは次亜塩素酸水による

洗浄を実施した。また、担当職員は体調に変化がないか数日間自宅での様子観察後、業務に復帰

した。 

 

（ＧＨで感染が発生した場合の対応および課題） 

○グループホーム内で入居者・職員に感染者が発生した場合、人員不足になる主なケースとしては、 

入居者陽性（高齢者のため、原則入院）であるが入院待機等の理由によりグループホームでの生活

継続または入居者陰性によりグループホームでの生活継続にも関わらず、職員（陽性）入院もしく

は職員（陰性であるが濃厚接触者のため）が 2 週間自宅待機となり、職員が不足する場合が考え

られる。 

※基本的にユニット内での発生を想定 

 ※入居者陽性の場合は、感染者へのケアとなるため、より対応が困難 

○この場合の対応策としては、以下の 5 点が考えられる。 

 ①濃厚接触に該当しない職員または濃厚接触が疑われる段階（接触はあったが感染防護をしてい

た）の職員で発熱等の症状のない者（保健所と相談の上）で対応 

 ②2 ユニットの場合はもう 1 ユニットから応援に入る。 

 ③法人内の別の部署から応援に入る（通所系サービスの中止等により）。 

 ④外部からの人的派遣を行う（特養、老健等のバックアップ施設等との連携など） 
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 ⑤外部での受け入れを行う（特養、老健等のバックアップ施設等との連携など） 

○入居者・職員に感染者が発生した場合には、PCR 検査の対象範囲（濃厚接触者等の特定）、検査

日、検査の順番、検査結果によって、対応する介護体制が大きく変わってくるため、保健所の指導

に基づき短時間で介護体制を構築する必要がある。 

○保健所の指導を確実に実施するためには、相談できる医師（協力医療機関等）を事前に決めてお

く必要がある。 

○グループホームには基本的に医療職がいないため、グループホーム内の対応についても医師また

は感染症に詳しい看護師の指導・助言が必要である。 

○一方で、新型コロナウイルスについてはまだ抗ウイルス薬がなく、感染拡大傾向にもあるため、

介護職員の不安は予想以上に大きいことが想像できる。運営側からも「絶対に大丈夫」とは断言

できないため、介護体制を組みにくいことが考えられる。特に非常勤職員の協力は得られにくい

と思われる。 

○今回のグループホームの事例の場合、同一建物内で感染者が出たという恐怖感や家族に高齢者や

児童、基礎疾患をもっている者がいる等の理由により、半数以上の職員が休みを申し出てきた。

感染者が発生した場合、介護職員の大半は休む可能性が高いと考えておいた方がよい。 

○感染症教育を徹底するとともに、感染者が発生した場合に対応できる職員を事前に選抜しておく

必要がある。 

 

（外部からの人的派遣・受け入れ等について） 

○受入れ施設、勤務職員に対する経済的な援助の必要性がある。 

○感染者の発生はどの事業所でも発生しうるため、周辺事業所（GH に限らない）間において、職員

の派遣を依頼し合える関係を結んでおく必要がある（特養、老健等のバックアップ施設等との連

携の確認など）。この点は市区町村の呼び掛けにて行っていただきたい。 

○PCR 検査陽性軽症者の入所施設の設置、陰性要介護者の経過観察施設及びこれらの施設に専属で

従事できる介護職員(稼動時のみ)の確保について、国、都道府県、市区町村にご検討いただきた

い。 

 


